
むつざわ
第 145 号
平成 27年 8月15日発行

こんなことが決まりました・・・・・・・・・・・・・ 　　　　　	2 〜 5

　条例の制定・改正など

一 般 質 問　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　6〜 9

議会活動日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　10

授業風景（睦沢中学校）



 第 145号2015 年（平成 27年）8月 15日

（2）

こ ん な こ と が 決 ま り ま し た 6月定例会
番
号
法
改
正・軽
自
動
車
税・住
宅
ロ
ー
ン
見
直
し・ふ
る
さ
と
納
税
申
告
簡
略

平
成
27
年
第
2
回
議
会
定
例
会
は
、
6
月
12
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
さ
れ
た
承
認
3
件
・
議
案
4
件
を
質
疑
の
後
可
決
し
、
陳
情
2
件
を
採
択
、

意
見
書
と
し
て
関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

一
般
質
問
は
4
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

条
例
の
制
定
・
一
部
改
正
な
ど

（
承
認
第
１
号
）

睦
沢
町
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
及
び
関
係
政
令
が
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
所
要
の
整

備
を
行
い
ま
し
た
。

〔
主
な
内
容
〕

○
通
称
、
番
号
法
の
改
正
に
伴

う
改
正

規
定
の
書
式
等
で
個
人
、
法

人
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
施
行
日
は
平
成
28

年
４
月
１
日
で
す
。

○
軽
自
動
車
税
の
見
直
し

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
28
年
3
月
31
日
ま
で
の
新
規

取
得
の
新
車
で
、
燃
費
・
排
出

ガ
ス
性
能
が
す
ぐ
れ
環
境
負
荷

の
小
さ
い
も
の
は
翌
年
度
に
限

り
税
額
を
、
そ
の
程
度
に
よ
り

75
％
か
ら
25
％
軽
減
す
る
規
定

で
す
。

ま
た
、
昨
年
の
改
正
で
、
二

輪
車
に
か
か
る
軽
自
動
車
税
が

増
額
変
更
と
な
り
ま
し
た
が
消

費
税
の
税
率
引
き
上
げ
が
延
期

と
な
っ
た
た
め
実
施
日
が
１
年

延
長
さ
れ
平
成
28
年
４
月
１
日

と
な
り
ま
し
た
。

○
個
人
住
民
税
に
お
け
る
住
宅

ロ
ー
ン
制
度
適
用
期
限
の
改
正

適
用
期
限
が
平
成
31
年
6
月

ま
で
１
年
６
か
月
延
長
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
適
用
年
度
を
２

年
延
長
す
る
も
の
で
す
。

○
個
人
住
民
税
の
ふ
る
さ
と
納

税
の
申
告
特
例

個
人
住
民
税
の
ふ
る
さ
と
納

税
に
か
か
る
特
例
控
除
額
の
条

件
が
所
得
割
額
の
１
割
か
ら
２

割
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
確
定
申

告
不
要
の
人
が
５
か
所
以
内
の

自
治
体
に
ふ
る
さ
と
納
税
を

行
っ
た
場
合
、
寄
付
を
受
け
た

自
治
体
が
寄
付
者
の
住
所
地
の

市
町
村
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ

り
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
な

く
住
民
税
か
ら
必
要
な
控
除
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

質
　
疑

市
原
時
夫
議
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
で
は
す
べ
て
の
国
民
が
番
号

を
持
つ
と
思
う
が
、
個
人
番
号
を

持
た
な
い
も
の
と
あ
る
が
。

税
務
住
民
課
長　

住
所
不
定
、
抹

消
さ
れ
た
人
が
そ
れ
に
該
当
し

ま
す
。

議
員　

個
人
を
番
号
で
管
理

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の

か
。

町
長　

住
所
は
あ
っ
て
も
現
状

を
調
べ
何
年
も
住
ん
で
い
な
い

と
な
る
と
抹
消
で
き
、
番
号
が

振
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
新
聞
報
道
で
住
所
不

定
と
あ
り
ま
す
が
そ
の
よ
う
な

場
合
、
番
号
な
し
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
。

議
員　

グ
リ
ー
ン
化
特
例
だ
が

メ
ー
カ
ー
の
新
車
は
す
べ
て
当

て
は
ま
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

課
長　
車
名
で
64
車
種
中
、
今

回
の
グ
リ
ー
ン
特
例
に
な
る
の

が
41
車
種
で
３
分
の
２
く
ら
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

議
員　

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品

の
高
額
化
は
、
地
域
に
貢
献
、

応
援
し
た
い
と
い
う
納
税
者
の

思
い
を
実
現
す
る
と
い
う
制
度

の
趣
旨
と
、
か
い
離
が
生
じ
な

い
か
。

総
務
課
長　

先
般
、
県
か
ら
指

導
を
受
け
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
本
町
で
は
高
額
商
品
は

設
定
し
て
あ
り
ま
せ
ん
の
で
適

正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
理
解

し
て
お
り
ま
す
。

今
関
澄
男
議
員　

個
人
番
号
制

の
導
入
に
町
と
し
て
の
方
策
は
。

税
務
住
民
課
長　

個
人
情
報
等

が
あ
り
９
月
の
議
会
に
条
例
の

提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
し
て
10
月
か
ら
番
号
の
通
知

カ
ー
ド
が
各
世
帯
に
送
ら
れ
ま

す
。
並
行
し
て
職
員
の
研
修
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ふるさと納税返礼品
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た
（
承
認
第
２
号
）

睦
沢
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

専
決
処
分

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
お
よ
び
関
係
政
令
が
公

布
さ
れ
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
所
要
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

〔
主
な
内
容
〕

○
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

基
礎
課
税
額
に
か
か
る
課
税

限
度
額
を
51
万
円
か
ら
52
万
円

に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
16
万

円
か
ら
17
万
円
に
、
介
護
納
付

金
課
税
額
に
か
か
る
課
税
限
度

額
を
14
万
円
か
ら
16
万
円
に
引

き
上
げ
る
も
の
で
す
。

○
軽
減
措
置
の
拡
充

５
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
世

帯
は
、
被
保
険
者
数
に
乗
ず

べ
き
金
額
を
24
万
５
千
円
か

ら
26
万
円
に
、
２
割
軽
減
の
対

象
と
な
る
世
帯
は
、
被
保
険
者

数
に
乗
ず
べ
き
金
額
を
45
万
円

か
ら
47
万
円
に
拡
充
さ
れ
ま
し

た
。

質
　
疑

市
原
時
夫
議
員　

限
度
額
の
85
万

円
と
い
う
の
は
ど
の
く
ら
い
の

人
数
が
い
る
の
か
。

税
務
住
民
課
長　

基
礎
課
税
分

で
16
世
帯
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
で
25
世
帯
、
介
護
納
付
金
で

８
世
帯
に
な
っ
て
い
ま
す
。

議
員　

こ
れ
は
住
民
に
と
っ
て

軽
減
の
流
れ
に
な
る
の
か
。

課
長　

700
万
円
ぐ
ら
い
の
減
額

に
な
り
ま
す
。

（
承
認
第
３
号
）

睦
沢
町
重
度
心
身
障
害
者

（
児
）
の
医
療
費
助
成
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

専
決
処
分

主
な
内
容
は
、
平
成
25
年
４

月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
障

害
者
総
合
支
援
法
に
改
正
さ
れ

た
こ
と
、
準
拠
し
て
い
る
障
害

者
総
合
支
援
法
施
行
令
の
指
定

自
立
支
援
医
療
等
支
給
認
定
に

か
か
る
政
令
で
定
め
る
基
準
額

と
負
担
上
限
月
額
の
経
過
的
特

例
期
間
が
平
成
27
年
３
月
31
日

で
終
了
し
３
年
間
延
長
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
期
限
を
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
と
す
る
も
の
で

す
。

質
　
疑

市
原
時
夫
議
員　

経
過
措
置
や

延
長
で
差
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
か
。

健
康
福
祉
課
長　

施
行
前
か
ら

継
続
し
て
治
療
を
受
け
て
い
る

方
は
、
医
療
費
が
無
料
で
す
が
、

施
行
後
に
受
け
ら
れ
る
方
は
所

得
に
よ
り
負
担
が
生
じ
ま
す
。

議
員　

所
得
制
限
自
体
に
矛
盾

が
生
じ
て
い
る
と
思
う
が
。

町
長　

国
の
措
置
に
従
っ
て
町

も
そ
れ
に
併
せ
て
と
い
う
こ
と

で
す
。

（
議
案
第
１
号
）

町
道
路
線
の
廃
止

（
議
案
第
２
号
）

町
道
路
線
の
認
定

若
者
定
住
型
住
宅
地
造
成
事

業
・
パ
ー
ク
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
完

成
に
伴
う
も
の
で
す
。

パークサイドタウン見学会

出張介護予防教室（長楽寺）
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た
（
議
案
第
３
号
）

平
成
27
年
度
睦
沢
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

689
万
４
千
円
を
追
加
し
、
補

正
後
の
予
算
額
は
34
億
３
千
489

万
４
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

歳
入
は
、
国
庫
補
助
金
468
万

３
千
円
、繰
越
金
297
万
４
千
円
、

諸
収
入
230
万
円
の
追
加
で
す
。

千
葉
県
議
会
議
員
選
挙
に
伴
う

県
支
出
金
306
万
３
千
円
の
減
額

で
す
。

　

歳
出
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助

成
事
業
補
助
金
、
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
の
施
行
に
伴
う
広

報
用
小
冊
子
作
成
費
、
個
人
番

号
関
連
業
務
の
負
担
金
、
２
歳

未
満
の
乳
幼
児
の
保
護
者
へ
商

品
券
配
布
、
保
健
師
１
名
分
の

臨
時
雇
上
賃
金
、
上
ガ
ス
被
害

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
対
す

る
弁
護
士
委
託
料
な
ど
の
追
加

で
す
。

質
　
疑

市
原
時
夫
議
員　

乳
幼
児
の
支

援
事
業
の
内
容
は
。
ま
た
、
町

で
独
自
に
継
続
し
て
は
ど
う

か
。

健
康
福
祉
課
長　

こ
の
商
品
券

は
、紙
お
む
つ
や
お
し
り
ふ
き
、

ほ
乳
瓶
等
、
乳
幼
児
用
品
に
限

定
し
ま
す
。
ま
た
、
継
続
は
十

分
検
討
し
ま
す
。

町
長　

十
分
協
議
を
し
ま
す
。

議
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
な
る
と
写
真
も
入
り
、
国
民

健
康
保
険
、
年
金
、
雇
用
保
険
、

生
活
保
護
、
児
童
手
当
、
税
金

関
係
も
集
約
さ
れ
る
。
ま
た
勤

務
先
、
金
融
機
関
に
も
番
号
が

提
出
さ
れ
る
。
日
本
年
金
機
構

で
も
個
人
情
報
が
流
出
し
た
が
、

安
全
性
は
確
保
で
き
る
の
か
。

町
長　

末
端
で
取
り
扱
う
機
関

と
し
て
は
非
常
に
危
惧
し
て
い

ま
す
。
国
に
万
全
の
体
制
を

と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

荻
野
新
衞
議
員　

上
ガ
ス
被
害

の
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
町

の
位
置
づ
け
は
。

町
長　

上
ガ
ス
被
害
で
植
木
が

枯
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
合
同

資
源
と
町
を
相
手
取
っ
た
調
停

で
す
。
し
か
し
、
町
は
ガ
ス
事

業
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
全
く
関
係
な
い

と
い
う
申
し
立
て
を
し
、
調
停

は
不
成
立
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

（
議
案
第
４
号
）

教
育
長
任
命
の
同
意

前
教
育
長
の
逝
去
に
伴
い
、

新
た
な
教
育
委
員
会
制
度
に
基

づ
き
、
新
教
育
長
の
任
命
に
同

意
し
ま
し
た
。

住
所　

睦
沢
町
上
市
場　

　
　
　
　
　

911
番
地
84

氏
名　
　
　

今
井
富
雄　

氏

　

昭
和
27
年
９
月
５
日
生

質
　
疑

田
邉
明
佳
議
員　

教
育
大
綱
を

ど
の
よ
う
な
内
容
に
す
る
の
か

を
伺
い
た
い
。

町
長　

教
育
界
に
精
通
し
て

い
る
方
に
お
願
い
し
て
、
真
に

子
ど
も
の
教
育
に
何
が
一
番
い

い
の
か
、
最
善
の
教
育
方
法
は

何
か
を
求
め
、
睦
沢
町
に
合
っ

た
形
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

荻
野
新
衞
議
員　

今
の
教
育
委

員
の
な
か
に
は
、
適
任
者
は
い

な
か
っ
た
の
か
。

町
長　

教
育
界
に
も
若
い
力

を
発
揮
で
き
る
人
と
い
う
こ
と

で
、
最
善
と
考
え
る
に
至
り
ま

し
た
。

市
原
時
夫
議
員　

町
職
員
と
は

違
い
、
町
長
が
全
て
を
決
め
る

の
で
は
な
く
、
独
自
の
教
育
的

見
識
を
持
っ
て
、
教
育
の
責
任

者
と
し
て
携
わ
る
と
い
う
こ
と

か
。

町
長　

今
ま
で
の
教
育
長
の
特

別
職
と
は
、
性
格
が
違
う
制
度

で
す
の
で
、
そ
の
辺
は
十
分
認

識
し
た
う
え
で
対
応
し
て
ま
い

り
ま
す
。
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た

採
択
さ
れ
た
陳
情

（
陳
情
第
１
号
）

「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
」

採
択
に
関
す
る
陳
情
書

（
陳
情
第
２
号
）

「
国
に
お
け
る
平
成
28（
２
０

１
６
）
年
度
教
育
予
算
拡
充
に

関
す
る
意
見
書
」
採
択
に
関
す

る
陳
情
書

提
出
の
決
ま
っ
た
意
見
書

（
発
議
案
第
１
号
）

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書

（
発
議
案
第
２
号
）

国
に
お
け
る
平
成
28
（
２
０

１
６
）
年
度
教
育
予
算
拡
充
に

関
す
る
意
見
書

以
上
の
意
見
書
は
採
択
さ

れ
関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し

た
。閉

会
中
の
継
続
調
査
の
件

産
業
建
設
常
任
委
員
会
が
、

議
会
閉
会
中
に
所
管
事
務
等
の

調
査
を
行
う
こ
と
が
決
ま
り
ま

し
た
。

平成２７年第２回定例会　議員別表決結果一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議 員 名 等
 

　
　議　案　名　等

審議結果

田
邉
明
佳

田
中
憲
一

麻
生
安
夫

清
野　

彰

今
関
澄
男

幸
治
孝
明

幸
治
正
雄

岡
澤
宏
一

中
村
義
德

市
原
時
夫

荻
野
新
衞

市
原
裕
一

市
原
重
光

陳
　
情

第 1 号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」
採択に関する陳情書 採 択 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 2 号「国における平成 28(2016) 年度教育予算拡充に関す
る意見書」採択に関する陳情書 採 択 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

報
　
告

第 1 号 睦沢町税条例等の一部を改正する条例の専決処分
の承認を求めることについて 承 認 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 2 号 睦沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
の専決処分の承認を求めることについて 承 認 賛成多数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 －

第 3 号
睦沢町重度心身障害者（児）の医療費助成に関す
る条例の一部を改正する条例の一部を改正する条
例の専決処分の承認を求めることについて

承 認 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

議
　
案

第 1 号 町道路線の廃止について 可 決 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 2 号 町道路線の認定について 可 決 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 3 号 平成２７年度睦沢町一般会計補正予算 ( 第１号 ) 可 決 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 4 号 教育長の任命につき同意を求めることについて 同 意 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

発
議
案

第 1 号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の
提出について 可 決 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

第 2 号 国における平成 28(2016) 年度教育予算拡充に関す
る意見書の提出について 可 決 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

― 閉会中の継続調査の申し出について 了 承 全会一致 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

※表の見方　　○：賛成、×：反対、欠：欠席、退：退席、除：除斥、議長は表決に加わらないため「－」で表示
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地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環

境
、
諸
情
勢
は
今
後
厳
し
く
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

自
治
体
と
し
て
の
特
性
、
特

徴
を
生
か
し
た
運
営
が
必
要
と

思
う
が
、
町
の
特
性
、
特
徴
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

町
長　

第
２
次
総
合
計
画
の
後

期
基
本
計
画
に
よ
り
町
の
特

性
、
特
徴
を
捉
え
た
う
え
で
、

住
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
策
定

し
ま
す
。

全
町
民
が
誇
る
べ
き
本
町

の
豊
か
な
自
然
、
そ
の
自
然
の

根
幹
で
も
あ
る
農
業
に
よ
る
町

づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け

る
若
者
定
住
施
策
の
促
進
や
、

子
育
て
し
や
す
い
環
境
の
充
実

に
取
り
組
ん
で
健
幸
長
寿
に
な

れ
る
町
へ
と
ま
い
進
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

荻野 新衞 議員

　睦沢町の特徴・
　　　　　　特性をどう考えるか
町長　豊かな自然、その根幹でもある農業によるまちづくりを

合
併
60
周
年
に
対
す
る
考
え
は

広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
周
知
を

議
員　
本
町
は
、
今
年
で
合
併

し
て
60
周
年
に
あ
た
る
。
人
間

で
い
え
ば
還
暦
の
節
目
の
年
と

考
え
る
。

町
制
施
行
30
周
年
記
念
事
業

は
コ
ス
ト
を
か
け
た
割
に
は
効

果
が
少
な
か
っ
た
と
思
う
。

町
民
の
森
・
梅
林
を
作
る
こ

と
や
、
全
世
帯
よ
り
30
年
後
50

年
後
へ
の
手
紙
を
出
し
て
も
ら

う
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
な
ど
コ
ス

ト
を
か
け
な
く
て
も
で
き
る
こ

と
が
あ
る
。

町
制
施
行
よ
り
合
併
の
方
が

重
要
だ
と
思
う
が
。

町
長　

昭
和
30
年
に
土
睦
村
、

瑞
沢
村
と
長
南
町
の
一
部
が
合

併
し
睦
沢
村
が
誕
生
し
て
60
周

年
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で

す
。
先
人
の
努
力
と
英
知
に
よ

り
築
か
れ

た
も
の
と

深
く
感
謝

す
る
も
の

で
す
。

昭
和
58

年
に
町
制

を
施
行
、

平
成
５
年
の
町
制
施
行
10
周
年

を
皮
切
り
に
記
念
行
事
を
行
い

平
成
25
年
に
30
周
年
を
町
民
と

と
も
に
町
制
を
お
祝
い
す
る
歴

史
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
合
併

に
伴
う
行
事
的
予
算
は
計
上
し

て
い
ま
せ
ん
が
一
つ
の
区
切
り

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
後

広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用

し
て
町
内
外
に
周
知
を
図
っ
て

い
く
考
え
で
す
。

り
ま
す
。

過
去
に
は
「
睦
沢
町
民
の
戦

争
体
験
」
も
作
成
し
ま
し
た
。

やすらぎの森
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市原 時夫 議員

　戦後70年町民の
　　　　　安全を守る平和行政を

町長　啓発活動を進めます

地
方
自
治
法
の
「
福
祉
の
増

進
を
図
る
」
と
い
う
自
治
体
の

役
割
の
大
前
提
は
町
民
の
安
全

確
保
で
あ
る
。

戦
後
70
年
、
戦
争
と
い
う
人

為
的
原
因
に
よ
る
町
民
の
安
全

が
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う

声
が
広
が
っ
て
い
る
。

睦
沢
町
は
、
平
成
７
年
６
月

議
会
を
通
じ
て
、
非
核
平
和
都

市
宣
言
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
内

容
は
「
再
び
戦
争
の
戦
禍
が
繰

り
返
さ
れ
な
い
こ
と
を
念
願
す

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

町
と
し
て
、
こ
の
姿
勢
に
立

ち
、
広
報
で
の
「
非
核
平
和
の

町
」
ス
ロ
ー
ガ
ン
掲
載
に
と
ど

ま
ら
ず
、
看
板
や
た
れ
幕
と
し

て
表
し
て
は
ど
う
か
。

町
長　

日
本
国
憲
法
の
立
場
で

二
度
と
戦
争
を
せ
ず
、
町
民
の

安
全
を
守
る
と
の
こ
と
で
す

が
、
平
和
を
願
う
気
持
ち
は
私

も
全
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

看
板
・
た
れ
幕
と
い
う
形
で

は
な
く
、
資
料
館
で
の
「
終
結

70
年
房
総
半
島
の
第
２
次
世
界

大
戦
」
の
企
画
展
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
の
「
非
核
平
和
都
市

宣
言
の
町
」
の
掲
載
、
公
民
館

図
書
室
の
平
和
関
連
図
書
コ
ー

ナ
ー
の
設
置
な
ど
行
っ
て
ま
い

の
発
生
に
よ
り
、
撤
去
す
る
事

態
が
進
ん
で
き
た
が
、
こ
ど
も

園
は
じ
め
、
各
種
公
園
の
遊
具

の
安
全
性
の
確
保
と
充
実
を
進

め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

教
育
課
長　

総
合
公
園
の
す
べ

り
台
付
近
は
夕
方
多
く
の
子
ど

も
達
が
遊
ん
で
い
る
状
況
も
あ

り
ま
す
。
学
校
関
係
は
基
準
に

基
づ
き
整
備
し
増
や
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

町
長　

有
効
に
使
わ
れ
て
い
る

場
所
を
重
点
的
に
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
ま
す
。

り
ま
す
。

過
去
に
は
「
睦
沢
町
民
の
戦

争
体
験
」
も
作
成
し
ま
し
た
。

学
校
の
教
室
に
エ
ア
コ
ン
設
置
を

今
後
整
備
計
画
を
踏
ま
え
検
討
し
ま
す

公
共
施
設
・
公
園
の
遊
具
整
備
は

安
全
確
保
の
上
な
る
べ
く
増
や
し
て
い
き
た
い

議
員　

地
球
温
暖
化
は
、
こ
の

町
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、

す
で
に
学
校
で
は
30
度
を
超
え

る
日
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

私
た
ち
の
子
ど
も
の
頃
と
違
う

環
境
の
変
化
が
現
れ
て
い
る
。

熱
中
症
へ
の
対
応
が
叫
ば
れ

る
な
か
、
学
校
の
各
教
室
へ
の

エ
ア
コ
ン
設
置
は
必
要
で
は
な

い
か
。
長
生
村
で
は
、
今
年
度

各
学
校
教
室
へ
の
エ
ア
コ
ン
設

置
を
リ
ー
ス
契
約
も
活
用
し
て

議
員　

公
共
施
設
・
公
園
の
遊

具
整
備
だ
が
、
総
合
運
動
公
園

や
長
生
村
の
尼
ヶ
台
総
合
公
園

の
利
用
も
多
い
と
聞
く
。

町
の
保
護
者
ニ
ー
ズ
調
査
を

見
て
も
、
二
〇
代
・
三
〇
代
の

圧
倒
的
な
声
は
、
就
労
し
又
は

就
労
し
た
い
と
い
う
希
望
を

行
う
と
聞
い
て
い
る
。
若
者
定

住
を
掲
げ
る
町
長
と
し
て
、
住

ん
で
い
た
だ
い
て
か
ら
の
次
の

一
手
と
し
て
大
事
で
は
な
い

か
。

教
育
長
職
務
代
理
者　

エ
ア
コ

ン
は
、
小
中
学
校
で
は
、
保
健

室
・
図
書
館
・
パ
ソ
コ
ン
室
・

職
員
室
・
会
議
室
に
設
置
し
て

お
り
ま
す
。教
室
へ
の
設
置
は
、

今
後
、
各
学
校
の
整
備
計
画
を

踏
ま
え
て
検
討
し
ま
す
。

持
っ
て
い
る
。
こ
ど
も
園
入
所

数
・
学
童
保
育
の
児
童
数
の
増

加
の
な
か
、
経
済
的
支
援
と
遊

び
場
の
充
実
の
要
望
が
多
い
。

自
由
意
見
で
は
「
公
園
の
遊

具
整
備
」
と
は
っ
き
り
し
た
声

も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
時
期
、
遊
具
に
よ
る
事
故

総合運動公園遊具
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今
年
度
よ
り
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
（
法
）
が
施
行
さ
れ
る
が
、

個
人
情
報
保
護
法
、
住
民
基
本

台
帳
法
の
関
連
、
目
的
外
利
用

の
制
限
等
で
、
非
常
に
理
解
し

に
く
い
が
、
ど
の
よ
う
に
町
民

に
周
知
さ
せ
る
の
か
。

町
長　

本
議
会
の
補
正
予
算
に

計
上
し
ま
し
た
が
、
制
度
に
つ

い
て
の
小
冊
子
を
配
布
し
て
、

町
民
の
皆
さ
ん
が
、
混
乱
し
な

い
よ
う
周
知
を
図
り
ま
す
。

議
員　

さ
ら
に
集
積
・
集
約
さ

れ
た
個
人
情
報
が
外
部
に
漏
え

い
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
不
正
利
用
等
で
財
産
の
権

利
、
そ
の
他
の
被
害
を
負
う
の

で
は
と
懸
念
す
る
人
が
多
く
い

る
が
。

町
長　

法
律
に
よ
り
、
目
的
外

利
用
の
禁
止
、
な
り
す
ま
し
防

止
、
番
号
法
が
規
定
し
な
い
個

人
情
報
取
得
の
禁
止
、
特
定
個

人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
監

視
、
監
督
、
罰
則
が
規
定
さ
れ

ま
し
た
。
ア
ク
セ
ス
記
録
を
自

ら
確
認
で
き
る
な
ど
、
様
々
な

対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
個
人
情
報
は
一
元
管

理
で
は
な
く
、
各
行
政
機
関
の

シ
ス
テ
ム
が
保
有
す
る
こ
と
に

な
り
、
情
報
連
携
は
個
人
番
号

を
用
い
ず
に
、
符
号
を
用
い
る

こ
と
で
、
個
人
番
号
に
よ
る
漏

え
い
を
防
止
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

麻生 安夫 議員

議
員　

来
年
度
で
創
立
50
周
年

を
迎
え
る
睦
沢
中
学
校
は
節
目

の
年
で
あ
り
、
各
組
織
で
い
ろ

い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
し
て

い
る
。
町
は
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
。

町
長　

私
も
含
め
、
卒
業
生
や

在
校
生
の
皆
さ
ん
の
愛
着
の
あ

る
思
い
を
形
に
し
て
、
未
来
に

進
む
糧
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。計

画
の
内
容
を
お
聞
き
し
、

町
と
し
て
も
で
き
る
限
り
の
支

援
を
い
た
し
ま
す
。

老
朽
化
し
た
中
学
校
を
ど
う
す
る

学
校
問
題
を
ク
リ
ア
ー
し
な
が
ら
方
向
性
を
詰
め
て
い
き
ま
す

睦
沢
中
学
校
創
立
50
周
年
記
念
を
町
は
ど
う
考
え
て
い
る
か

町
と
し
て
も
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す

議
員　

中
学
校
は
築
50
年
に
な

り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
劣
化
も

激
し
い
と
思
う
。

厳
し
い
財
政
状
況
で
は
あ

る
が
、
早
急
に
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
町
長
は
、
ど
う

考
え
る
か
。

町
長　

年
度
内
に
学
校
問
題
の

課
題
を
一
つ
一
つ
ク
リ
ア
ー
し

て
い
く
な
か
で
、
中
学
校
の
ほ

か
に
土
睦
小
学
校
の
経
年
劣
化

の
件
も
あ
り
ま
す
。

国
の
交
付
金
等
を
活
用
し
な

が
ら
方
向
性
を
だ
し
、
住
民
の

皆
さ
ん
に
議
論
し
て
い
た
だ

き
、
今
年
度
中
に
た
た
き
台
を

作
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　マイナンバー制度を
　　　　どのように周知させるか
町長　制度の小冊子配布で、混乱しないように

睦沢中学校
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田邉 明佳 議員

全
国
の
空
き
家
率
が
13.5
％

と
な
り
、
睦
沢
町
で
も
目
立
っ

て
い
る
。

増
え
続
け
る
空
き
家
対
策

と
し
て
平
成
27
年
２
月
26
日
に

一
部
施
行
さ
れ
、
平
成
27
年
５

月
26
日
に
全
面
施
行
さ
れ
た
空

き
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
だ
が
、
国
の
基
本

方
針
に
基
づ
い
た
本
町
で
の
取

り
組
み
、
空
き
家
対
策
計
画
の

作
成
等
現
状
を
伺
い
た
い
。

町
長　

環
境
保
全
、
犯
罪
等
の

未
然
防
止
と
い
う
観
点
に
立

ち
、
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
問
題
と
し
て
認
識
し
て
い
ま

す
。千

葉
県
で
も
空
き
家
対
策

を
条
例
化
し
よ
う
と
い
う
自
治

体
に
よ
る
千
葉
県
住
ま
い
作
り

協
議
会
、
空
き
家
等
対
策
検
討

部
会
が
開
催
さ
れ
、
参
加
し
ま

し
た
。
部
会
等
か
ら
発
信
さ
れ

る
情
報
も
考
慮
し
、
早
期
の
条

例
制
定
、
計
画
を
お
示
し
で
き

る
よ
う
に
準
備
を
進
め
ま
す
。

議
員　

現
時
点
で
の
特
定
空
き

家
等
と
思
わ
れ
る
空
き
家
の
把

握
状
況
は
。
ま
た
、
特
定
空
き

家
等
に
対
す
る
措
置
は
調
査
し

て
助
言
ま
た
は
指
導
、
勧
告
、

命
令
、
戒
告
書
に
よ
る
通
知
、

代
執
行
と
な
る
。
代
執
行
に
要

し
た
費
用
が
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
、
差
押
え
て
売
却
と
な

る
が
、
下
回
る
費
用
だ
っ
た
場

合
は
ど
こ
か
ら
捻
出
さ
れ
る
の

か
。

生
活
環
境
・
地
域
整
備
担
当
主

幹
心
得　

数
値
的
な
把
握
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、
町
の
条

例
、
計
画
の
な
か
で
特
定
空
き

家
の
条
件
を
定
め
調
査
し
て
ま

い
り
ま
す
。

代
執
行
の
費
用
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
進
め

て
い
く
か
町
と
し
て
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。

議
員　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
５
月

だ
が
、
２
月
で
す
で
に
特
定
空

き
家
の
定
義
が
法
律
で
示
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
あ
る
程
度
の

把
握
は
当
然
か
と
思
う
が
。
ま

た
、
昨
年
10
月
に
は
す
で
に
401

自
治
体
が
関
連
す
る
条
例
を
制

定
し
て
お
り
、
内
215
自
治
体
が

代
執
行
の
規
定
を
盛
り
込
ん
で

い
る
。
条
例
は
今
定
例
会
で
提

出
さ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

主
幹
心
得　

条
例
制
定
に
つ
き

ま
し
て
は
税
制
上
の
問
題
に
も

関
連
が
あ
り
ま
す
の
で
お
時
間

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

町
長　

今
あ
る
空
き
家
も
様
々

な
取
り
組
み
を
検
討
し
、
十
分

な
対
策
を
と
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
ま
す
。

食
品
表
示
法
に
関
係
す
る
町
民
へ
の
説
明
は

講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
を

議
員　

平
成
27
年
４
月
１
日
に

施
行
さ
れ
た
食
品
表
示
法
だ

が
、
経
過
措
置
期
間
は
５
年
と

し
、
省
略
規
定
に
よ
り
免
除
さ

れ
る
例
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
過

去
２
回
に
渡
り
質
問
を
し
た
が

関
係
す
る
町
民
に
説
明
が
な

い
。
こ
う
い
っ
た
健
康
や
食
生

活
、
町
の
商
工
振
興
に
関
わ
っ

て
い
る
法
律
は
微
細
な
情
報
も

も
ら
さ
ず
周
知
し
て
い
く
べ
き

で
は
な
い
か
。

町
長　

経
過
措
置
が
あ
る
と
は

い
え
適
用
を
受
け
る
事
業
所
等

も
あ
り
ま
す
の
で
講
習
会
を
開

催
す
る
な
ど
ス
ム
ー
ズ
に
移
行

で
き
る
よ
う
調
整
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

議
員　

免
除
さ
れ
る
事
業
者
と

免
除
さ
れ
な
い
事
業
者
は
町
で

ど
の
程
度
い
る
の
か
。
ま
た
、

売
上
げ
１
千
万
円
以
下
は
免
除

さ
れ
る
そ
う
だ
が
、総
売
上
か
、

加
工
の
み
の
売
上
げ
か
。

地
域
振
興
課
長　

対
象
事
業
者

数
は
把
握
で
き
て
お
り
ま
せ

ん
。
早
期
に
把
握
し
講
習
会
等

の
実
施
に
向
け
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、
売
上
げ
は
総
売

上
高
で
す
。

 名称 洋菓子 栄養成分表示 100 ｇあたり 

 原材料名 

小麦粉、植物油脂、卵白（卵
を含む）、生クリーム（乳成分
を含む）、アーモンド、油脂加
工品（大豆を含む）/ 加工デ
ンプン、膨張剤、乳化剤、香料 

エネルギー　　321kcal
タンパク質　　16 ｇ
脂質　　　　　11.4g
炭水化物　　　55.1g
食塩相当量　　0.2g

 内容量 ２５０ｇ 日本食品表示成分表
2010 の計算による推定値 賞味期限 欄外上部記載 

 保存方法 直射日光、高温多湿を避ける 

 販売者 （株）○○○食品
千葉県長生郡睦沢町下之郷０００－０

 製造者 むつざわ食品株式会社
千葉県長生郡睦沢町下之郷０００

　空き家対策特別措置法に
　　　　　　基づいた取り組みは
町長　早期の条例制定、計画をお示しできるように

表 示 例



 第 145号2015 年（平成 27年）8月 15日

発行 睦沢町議会　編集 睦沢町議会だより編集特別委員会　〒 299-4492 千葉県長生郡睦沢町下之郷 1650-1　電話 0475-44-2510（10）

議会を傍聴しませんか議会を傍聴しませんか

詳しくは、
議会事務局  44-2510 へ
お問い合わせください。

第3回（9月）定例会は
9月10日（木）から
開催の予定です。

２
議
員
が
自
治

功
労
者
表
彰

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

議 会 活 動 日 誌
月　日 行　事　内　容 月　日 行　事　内　容

５月 12 日  長生郡茂原市ＰＴＡ連合総会 ６月 14 日  第 39 回消防第５支団操法大会

12 日  睦沢町障害者福祉会定期総会 16 日  広域市町村圏組合消防委員会

17 日  長柄町合併６０周年記念式典 19 日  町民ゴルフ大会表彰式

18 日  睦沢町観光協会定期総会 22 日  農業委員会総会

19 日  社会福祉協議会評議員会 22 日  例月出納検査

20 日  農業委員会総会 24 日  第１回定例監査（～ 25 日）

21 日  睦沢町商工会通常総会 25 日  一宮地区防犯組合連合会総会

23 日  水防訓練 26 日  社会を明るくする運動睦沢町推進委員会

24 日  健幸むつざわロードレース大会実行委員会議 28 日  第 34 回長生支部操法大会

25 日  例月出納検査 29 日  議会だより編集特別委員会

26 日  睦沢老人クラブ連合会代議員会 ７月 2 日  郡監査委員連絡協議会総会

27 日  長生郡町村議会議長会総会 3 日  一宮川地区湛水防除施設管理運営協議会総会

28 日  国民健康保険運営協議会 6 日  議員全員協議会

29 日  議会運営委員会　議員全体会議　議会改革特別委員会 10 日  議会だより編集特別委員会（13 日、28 日）

６月 1 日  千葉県町村議会議長会定例会 15 日  長南町ガス事業運営協議会

3 日  シルバー人材センター役員会 21 日  農業委員会総会

5 日  町遺族会総会 25 日  千葉県消防操法大会

12 日  第 2 回議会定例会 27 日  例月出納検査

　

睦
沢
町
議
会
議
員
と
し
て
11

年
以
上
在
職
し
て
い
る
中
村
義

德
議
員
、
岡
澤
宏
一
議
員
が
千

葉
県
町
村
議
会
議
長
会
か
ら
自

治
功
労
者
表
彰
さ
れ
、
６
月
議

会
定
例
会
の
冒
頭
に
議
長
か
ら

伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

発
行
は
夏
で
す
が
、
こ
の
号

を
編
集
し
て
い
る
現
時
点
で
は

長
い
雨
が
続
い
て
い
ま
す
。

先
日
、
友
人
が
鬼
籍
に
入
り

ま
し
た
。
が
ん
で
し
た
。
お
互

い
独
身
の
ま
ま
年
を
と
っ
た
ら
、

一
緒
に
高
齢
者
用
施
設
に
入
ろ

う
か
と
冗
談
を
い
っ
て
笑
っ
て

い
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
こ
ん
な

に
早
く
お
別
れ
す
る
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
安
ら

か
な
顔
で
し
た
が
、
そ
の
若
さ

を
思
う
と
や
り
き
れ
な
い
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と

思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
改

め
て
こ
の
「
議
会
だ
よ
り
」
に

つ
い
て
は
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
に

い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
あ
っ
て
、

我
々
編
集
委
員
は
そ
こ
を
大
事

に
く
み
取
り
つ
つ
も
公
平
に
、

丁
寧
に
紙
面
を
作
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
と
思
い
ま

し
た
。

い
ず
れ
来
る
終
わ
り
は
誰

に
で
も
平
等
に
訪
れ
ま
す
が
、

人
の
記
憶
や
記
録
は
残
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は

大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。　
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・
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